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Ⅰ 特に推進すべき課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ その他 
 

☆ 昨年 7月の「知的財産推進計画」策定以降の知的財産立国実現に向けた大きな流れを、産業界として高く評価 
☆ 知的財産に係る政策は、わが国産業全体の国際競争力を高めるために行われるべき。政策の実施により、わが国の国際競争力がどの程度向上したか評価する仕組みが必要 
☆ 製造業においては、今後、知的財産を数多く創出し、活用していくことで、競争力ある高付加価値製品を生み出すことが必要 
☆ これまで国策として顧みられなかったコンテンツ産業は、わが国の将来を担う戦略分野であり、国家戦略としての位置付けが必要 

コンテンツビジネスの飛躍的拡大 

産学連携の推進と知的財産権の活用 
①大学は、将来の新産業・新事業につ
ながる研究成果をもとに､産業界の
ニーズを踏まえ共同研究を行うべき 
②大学の総合力の発揮と機関帰属 
③公正で柔軟な産学連携の契約の実現 

職務発明に関する制度の見直し 
①現行の仕組みは、経営に悪影響。 
②改正法の早期成立。企業と研究者の意
思が反映した契約は、裁判で尊重され
ることの明確化。 
③法改正後も、検討を継続すべき。 

国際的な知的財産の保護 
①将来的な世界特許システムの実現
に向けたさらなる取り組み（審査協
力の推進、わが国における補正出願
と分割出願が可能となる期間の拡
大など） 
②機械翻訳の電子辞書の充実と公開、
標準技術用語集の作成 

模倣品・海賊版対策
①関係政府機関の連携
の下に、被害実態調
査、摘発･訴訟支援、
模倣品製作国への働
きかけ。 
②わが国での水際及び
国内での取締り強化
③通商問題としての位
置づけ。米国のよう
な強い働きかけ 

 
企業グループで知的財産の活用 

発明に関する業務の子会社への委任 
戦略的な国際標準化活動の強化
①独禁法上問題とならないパテン
トプールについての考え方の明
示 
②必須特許の保有者でパテントプ
ールに参加しない者の過剰な権
利行使についての独禁法上の問
題点の整理及び特許法上の対抗
措置の検討 

コンテンツの社会的影響の調査･研究
青少年を含め、社会に対するコンテン
ツの影響に関する調査研究を行うな
ど、コンテンツに関する国民の理解の
促進 

万引き･コンテンツ不正複製への対応 
①万引き･不正複製防止への啓発活動支援
②古物営業法に係る規制の見直し 
③自治体での青少年健全育成条例の改正 
④古書･新古書店における取引実態の調査

権利情報データベース整備への支援 
コンテンツの二次利用促進､クリエー
ター､実演家への正当な利益分配のた
めの権利情報データベース構築支援 

東京国際映画祭、東京ゲームショウ等、国際
的なコンテンツ関連イベントに対する支援
①国際的なコンテンツ振興イベントの支援
と、それに付随したコンテンツマーケット
創設支援 
②コンテンツ関連イベントの集中的開催の
検討（東京ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ｺﾝﾃﾝﾂ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(仮
称)） 

ロケーションの円滑化 
①ロケーション許可に関する窓口の
設置や申請･許可ルール、警察官や
消防士の出動等に関するルールの
整備 
②東京都におけるフィルムコミッシ
ョンの充実 

コンテンツ振興税制の創設 
コンテンツ産業の特性に応じた税
制措置（製作投資､寄附､設備投資
等）の総合的な整備 

人材育成 
①専門職大学院の創設、既存大学での
映像専門学部･学科設置への支援 
②義務教育等における映像関連カリ
キュラムの創設 
③映像産業振興推進機関の設置への
支援

 ○営業秘密管理及び技術流出防止 産業競争力の強化の観点から、企業は、自らの判断と創意工夫で積極的に取り組むべき。規格化には馴染まない。 

 ○音楽ＣＤ等の還流問題     法施行後一定期間経過後に見直すことを明らかにすべき 

知的財産の創造､保護､活用 


